
２０１０年(平成２２年)２月１５日(毎月３回５・15・25日発行) 兵 庫 保 険 医 新 聞 (昭和43年６月12日第三種郵便物認可) 第１６１３号（３）

Ⅷ．消費税の計算と申告
１．平成21年分の消費税確定申告をする
義務のある者
　平成19年分の「消費税の課税売上」が
年1,000万円超ある場合は、平成21年分
の消費税確定申告をする義務がありま
す。毎年、２年前（基準年度）の年分の課
税売上によって、その年の消費税の申告

義務の有無を判断します。基準年度の課
税売上が1,000万円以下の場合は、免税事
業者となり、消費税の申告は不要です。
２．消費税の課税売上となる医業収入等
　通常の医業収入等について、消費税の
課税売上、非課税売上、不課税売上を区
分することが必要です。
　①課税売上：自由診療収入（文書料、
処理費等を含む）のうち、下記の②以外
のもの、事業用資産の売却収入等
　②非課税収入：保険診療収入、自賠責
収入、労災収入、居住用賃貸家屋に伴う

収入、地代収入等（助産、妊娠中・出産
後の入院に係るものについては、消基通
６－８－１、２、３に取扱いが明示され
ていますので注意してください）
　③不課税収入：公的補助金、助成金、
生損保満期返戻金、生損保解約金収入
３．消費税の計算方法
　消費税の計算方法には、本則課税と簡
易課税がありますが、詳しくは税理士、
あるいは協会にお問い合わせください。

Ⅸ．終わりに

　所得税の確定申告期限（提出、税金納
付）は３月15日、消費税は３月31日で
す。期限に遅れると加算税や延滞税が課
されます。また、青色申告特別控除や純
損失の繰越控除の適用など期限後申告と
なった場合に適用ができない取扱いにな
っている規定も多くありますから、注意
が必要です。なお、今年の振替納税によ
る口座引落としは、所得税は４月22日、
消費税は４月27日です。
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請求
年月 件数 意見書作成料等 消 費 税 支 払 額

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

合計

医療機関コード番号

住
所

氏
名 様

主治医意見書作成料支払明細書（合計書）

兵庫県国民健康保険団体連合会

年　　月　　日
（様式　介主治医204号）

（４面から続く）

審査年月
単位

確定数
円

特定入所者介護等
円

介護給付費計
円

認定調査費委託料
（消費税含む）　　

円
処遇改善交付金

円
支払金額

合計

事業所別介護給付費等支払明細書（合計書）
国保連合会→事業所

平成22年２月20日
兵庫県国民健康保険団体連合会

平成21年分
事業所番号 事業所名

老人保健法

（ア）

（イ）

（ア）×10

（イ）×10

平成21年分収支内訳書（一般用）付表《医師及び歯科医師用》


